
第62号－つがる市議会だより 2

令和元年第１回つがる市議会定例会　17日間　6月3日～6月19日
　　　今定例会の議案は　　　市長提出議案・・・・・31件（うち追加3件）
　　　　　　　　　　　　  議員発議・・・・・・・  1件
　　　　　　　　　　　　  諮問・・・・・・・・・  1件
　　　　　　　　　　　　  陳情・・・・・・・・・  2件
　　　　　　　　　　　　各議案と議決結果をお知らせします。

◎は全会一致　

番号 件　　　　　　名 審議
結果

議決
結果

市長提出議案

予算

1号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件(平成30年度つがる市一般会計補正予算（第８号）） ◎ 承認

2号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件(平成30年度つがる市農業集落排水事業特別会計補正予算（第５
号）） ◎ 承認

3号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件（平成30年度つがる市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）） ◎ 承認
4号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件(平成30年度つがる市国民健康保険特別会計補正予算（第６号）） ◎ 承認
5号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件（平成30年度つがる市後期高齢者医療特別会計補正予算（第６号）） ◎ 承認
6号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件(平成30年度つがる市介護保険特別会計補正予算（第５号）） ◎ 承認
7号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件(令和元年度つがる市一般会計補正予算（第１号）） ◎ 承認
8号 令和元年度つがる市一般会計補正予算(第２号)案 ◎ 可決
9号 令和元年度つがる市農業集落排水事業特別会計補正予算(第１号)案 ◎ 可決
10号 令和元年度つがる市公共下水道事業特別会計補正予算(第１号)案 ◎ 可決
11号 令和元年度つがる市国民健康保険特別会計補正予算(第１号)案 ◎ 可決
12号 令和元年度つがる市後期高齢者医療特別会計補正予算(第１号)案 ◎ 可決
13号 令和元年度つがる市介護保険特別会計補正予算(第１号)案 ◎ 可決

条例

14号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件(つがる市税条例及びつがる市税条例等の一部を改正する条例の一
部を改正する条例） ◎ 承認

15号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件(つがる市半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関
する条例の一部を改正する条例） ◎ 承認

16号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件(つがる市過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例の
一部を改正する条例） ◎ 承認

17号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件(つがる市承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固
定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例） ◎ 承認

18号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件(つがる市地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する
条例の一部を改正する条例） ◎ 承認

19号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件(つがる市国民健康保険税条例の一部を改正する条例） ◎ 承認
20号 つがる市行政財産使用料条例の一部を改正する条例案 ◎ 可決
21号 つがる市消防手数料条例の一部を改正する条例案 ◎ 可決
22号 つがる市火災予防条例の一部を改正する条例案 ◎ 可決
23号 つがる市漁港管理条例の一部を改正する条例案 ◎ 可決
24号 つがる市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例案 ◎ 可決
25号 つがる市法定外公共物管理条例の一部を改正する条例案 ◎ 可決
26号 つがる市都市公園条例の一部を改正する条例案 ◎ 可決
27号 つがる市介護保険条例の一部を改正する条例案 ◎ 可決

その他
28号 筒木坂辺地及び丸山辺地に係る公共的施設の総合整備計画案 ◎ 可決
29号 工事の請負契約の件(つがる市北消防署建設工事） ◎ 可決
30号 工事の請負契約の件(つがる市地球村温泉棟建設工事） ◎ 可決

予算 31号 令和元年度つがる市一般会計補正予算(第３号)案 ◎ 可決
諮問 １号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めるの件 ◎ 適任

陳情
陳情 1号 柔道競技場(練習場)に関する要望書 ◎ 採択
陳情 3号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書の提出について(ご依頼） ◎ 採択

議員発議
発議 1号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書(案） ◎ 可決
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　ローン残高（最大4,000万円）の１％
（最大40万円）を10年間、所得税から
控除。所得税で控除しきれない分は住
民税からも一部控除。

　控除期間を３年延長
消費税率２％引上げの負担に着目し、

建物購入価格の２％ (2/3％×３年間)の範囲で減税

拡充措置（３年延長）

【住宅ローン控除拡充のイメージ】
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